
行政処分等の年月日
事業者の氏名又は名

称
事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要

事業者
点数

営業所
点数

20190408 有限会社高屋タクシー
法人番号（３２４０００２
０２８６７３）
代表者池田昭典

広島県東広島市高屋町中
島４４８－５

駅前営業所 広島県東広島市高屋町中
島４４８－５

輸送施設の使用停止
（１１日車）及び文書警
告

道路運送法第２７条第
３項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０
年６月１３日及び同年１０月１９日に監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下運輸規則）第２４条第１項及び第２項）（２）点
呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）
（３）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第３７条第１項）（４）運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第３８条第１項）（５）運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反
（運輸規則第３８条第１項）

2 2

20190412 双葉タクシー株式会社
法人番号（２２５０００１
０１１６３０）
代表者池村剛彦

山口県岩国市川西４丁目
５－５

本社営業所 山口県岩国市川西４丁目
５－５

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び文書
警告

道路運送法第１５条第
１項、第３項、第４項及
び第２７条第３項

情報提供を端緒として、平成２９年１１月８日、
同年１２月８日及び平成３０年１月１５日に監査
を実施。１０件の違反が認められた。（１）事業
計画の変更認可違反（車庫）（道路運送法（以
下運送法）第１５条第１項）（２）事業計画の事
前変更届出違反（事業用自動車の数）（運送法
第１５条第３項）（３）事業計画の事後変更届出
違反（営業所の位置）（運送法第１５条第４項）
（４）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第
１項）（５）健康状態の把握義務違反（運輸規則
第２１条第５項）（６）点呼の実施義務違反（運
輸規則第２４条第１項及び第２項）（７）乗務等
の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３
項）（８）運転者に対する指導監督義務違反（運
輸規則第３８条第１項）（９）特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８
条第２項）（１０）特定の運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第３８条第２項）

10 10

20190417 広島第一交通株式会
社
法人番号（７２４０００１
０１４００２）
代表者荒木浩幸

広島県広島市西区草津港
１丁目９－５４

上安営業所 広島県広島市安佐南区上
安２丁目１６４－２

文書警告 道路運送法第２７条第
３項

１年以内における当該営業所に係る放置駐車
違反件数が３件に達したことを端緒として、平
成３１年４月１７日に監査を実施。１件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３
８条第１項）

0 0


